
（傷害総合保険）のご案内

保保護護者者のの皆皆ささままへへ

大大切切ななおお子子ささままのの安安心心・・安安全全なな学学校校生生活活ののたためめ
にに必必要要なな補補償償をを取取りりそそろろええままししたた。。
ぜぜひひごご加加入入くくだだささいい。。

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社

特長①

この保険は、大分県高等学校 連合会を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として大分県高等学校 連合会が有します。
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１

募募集集期期間間

保保険険期期間間

保保険険料料払払込込方方法法

加加入入方方法法

補補償償のの対対象象ととななるる方方
（（被被保保険険者者））

一次募集：令和７年２月日から令和７年４月９日まで
二次募集：令和７年４月１０日から令和７年１０月３１日まで

（加入手続き日の翌月１日午後４時補償開始）

令和７年４月１０日午後４時から令和８年４月１０日午後４時まで１年間
※継続される場合も、１年ごとに加入のお手続きが必要です。

払込票でのコンビニ払い
※入力いただいた住所に払込票が届きます。コンビニでお支払いいただきます。お支払い期限がございます。

６ページに記載の二次元コードから でのお手続きをお願いします。
※Web上で閲覧可能な「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）を必ずご確認の上で
お申し込みください。

大分県高等学校ＰＴＡ連合会加盟の高等学校・支援学校高等部・
豊府中学校の生徒（「入学手続きを終えた方を含む」「保険期間末日に年齢が
満２３歳未満」または「学校教育法に定める学校の学生・生徒」）にかぎります。

特長⑤ 特長⑥特長⑤

スマホで簡単スマホで簡単
Web
スマホで簡単スマホで簡単
WebWebお申し込み！

特長⑥
保険料はコンビニで保険料はコンビニで
あとから
保険料はコンビニで保険料はコンビニで
あとからあとからお支払い！あとから

※※お支払い期限がございます

【前年度から傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
年 月 日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償特約の補償内容の改定を行って

います。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認いただいたうえで、
お申込みくださいますようお願いします。



基本プラン

疾病＋傷害補償プラン

日常生活も含めて補償します（自転車事故も

補 償 内 容 Ｓプラン Ａプラン
掛金（１年間・一時払） １７,０００円 １０,０００円

個人賠償責任（自転車事故の場合）
３億円 １億円

個人賠償責任（自転車事故以外の場合）

傷害
（ケガ）

死亡・後遺障害保険金（自転車事故の場合）
１４１.５万円 １１６.３万円

死亡・後遺障害保険金（自転車事故以外の場合）

入院保険金日額（自転車事故の場合）
４,０００円 ２,５００円

入院保険金日額（自転車事故以外の場合）
手術保険金
（Ｊプランは自転車事故による手術の場合）

入院時４０,０００円
外来時２０,０００円

入院時２５,０００円
外来時１２,５００円

通院保険金日額（自転車事故の場合）
２,０００円 １,０００円

通院保険金日額（自転車事故以外の場合）

疾病
（病気）

疾病入院保険金日額 ４,０００円 ２,５００円

疾病手術保険金 入院時４０,０００円
外来時２０,０００円

入院時２５,０００円
外来時１２,５００円

疾病退院後通院保険金日額 ２,０００円 １,０００円
熱中症危険補償特約 ○ ○

天災危険補償特約（地震、噴火またはこれらによる津波） ○ ○
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 ○ ○

特定感染症危険補償特約 ○ ○
被害事故補償 １,０００万円 １,０００万円

携行品損害特約（自己負担額３,０００円） １０万円 －
育英費用 １００万円 －

安安心心・・安安全全なな高高校校生生活活をを送送っってていいたただだくくたためめのの補補償償制制度度でですす！！

学学生生総総合合補補償償制制度度（（傷傷害害総総合合保保険険））

ケガや病気はもちろん、日常生活における
賠償事故まで幅広に備えることが可能です。

２

弁護のちから付帯プラン

ＳＰプラン ＡＰプラン
２０,０００円 １３,０００円掛金（１年間・一時払）

さらに充実
弁護のちから
（Ｐプラン）
をプラス

団体割引 約２３％適用

※保険料のうち、疾病保険特約保険料については介護医療保険料控除の対象となります。（2024年10月現在）
※掛金には制度運営費330円が含まれます。制度運営費とは、この保険制度の運営上必要な費用（事務手続費用等）に充当するための費用です。



補補償償概概要要・・保保険険料料一一覧覧

基本プラン

傷害補償プラン 自転車事故限定プラン
（自転車傷害危険のみ補償特約）（注）

含みます） 自転車事故のみ補償します

Ｂプラン Ｊプラン
８,０００円 ３,０００円

１億円 １億円

１１２.４万円
２３０.４万円

－

２,５００円
６,０００円

－
入院時２５,０００円
外来時１２,５００円

入院時６０,０００円
外来時３０,０００円

１,０００円
３,０００円

－
－ －

－ －

－ －
○ －
○ －
○ －
－ －

１,０００万円 －
－ －
－ －

※保険期間１年、職種級別A級（S･A･Bプラン）、団体割引１５％、損害率による割引１０％、一時払、掛金には制度運営費３３０円含む
自転車傷害危険のみ補償特約（Jプラン）、交通傷害危険のみ補償特約（Pプラン）セット

３

弁護のちから単独プラン

補 償 内 容 Ｐプラン
掛金（一時払） ３,３３０円

弁護士
費用

弁護士費用
（自己負担割合

１０％）
通算 ２００万円

限度

法律相談・
書類作成費用
（自己負担額
１,０００円）

通算 ５万円
限度

傷害
（ケガ）

死亡・後遺障害
（交通傷害危険の
み補償特約）

８４万円

弁護のちから付帯プラン

ＢＰプラン ＪＰプラン
１１,０００円 ６,０００円

「弁護士紹介サーービビスス」」付き

弁護のちからは、
法的トラブルに巻き込まれたときの
弁護士費用を補償します。

現現代代社社会会を
取取りり巻巻くく
ささままざざままなな
トトララブブルル

ここどどももののいいじじめめ
誹誹謗謗中中傷傷

自自転転車車にによよるる衝衝突突被被害害

はは

護 紹介

ににななりりまますす！！ああななたたのの

イインンタターーネネッットト通通販販詐詐欺欺

Ｐプランは基本プランに追加できます。
（ＳＰ・ＡＰ・ＢＰ・ＪＰプラン）
ぜひ弁護のちから付帯プランをご検討ください！

（注）Ｊプランは傷害総合保険（自転車傷害危険のみ補償特約付帯）のプランとなります。
傷害については国内のみ補償となります。個人賠償は国内外補償です。



Ｐプラン

補補償償のの詳詳細細 けけががやや病病気気、、賠賠償償事事故故をを広広くく補補償償ししまますす！！

・修学旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
例えば…

●自転車事故によるケガ
・自転車で転倒して骨折。5日間入院し、手術を行った。
●自転車事故以外のケガ※※Ｊプランはお支払い対象外です。
・階段で転倒して骨折。５日間入院し、手術を行った。
・部活動中に靭帯を断裂し、１ヶ月間通院した。

例えば…

・虫垂炎により１週間入院した。
例えば…

●自転車事故による損害賠償責任
・自転車で登校中に歩行者にぶつかりケガをさせてしまった。
・誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた。
●日常生活における損害賠償責任（自転車事故以外）
・買い物中に商品を壊してしまった。
・ＧＩＧＡスクール構想で貸与されたタブレットを偶然落として破損させた。

例えば…

・Ｏ－１５７に感染し、２週間入院した。
例えば…

・細菌性食中毒に感染し、１週間入院した。

・部活動中に熱中症になり、３日間入院した。

・地震で崩れた家財によりケガをし、１週間入院した。
例えば…

例えば…

例えば…

・ひき逃げ被害にあい、後遺障害が生じた。
例えば…

・扶養者である父親が、交通事故で死亡した。
例えば…

補償範囲

・ＳＮＳでの悪口の書き込みを削除させるため、弁護士に依頼した。
※詳細は５ページをご確認ください

例えば…

Ｓ
プ
ラ
ン

Ａ
プ
ラ
ン

Ｂ
プ
ラ
ン

Ｊ
プ
ラ
ン

４

示談交渉サービス付
（日本国内のみ）

・誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた。

・ＧＩＧＡスクール構想で貸与されたタブレットを偶然落として破損させた。

（注）保険金のお支払い方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。



２つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。 国国内内補補償償(※)

（※）人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を
客観的に証明できるトラブルにかぎります。

以以下下ののよよううななトトララブブルルはは保保険険金金ののおお支支払払いいのの対対象象にに
ななりりまませせんん。。

●自自動動車車ままたたはは原原動動機機付付自自転転車車にによよるる被被害害事事故故にに関関すするるトトララブブルル
●●医医療療ミミススにによよるる被被害害事事故故にに関関すするるトトララブブルル
●●騒騒音音、、振振動動、、悪悪臭臭、、日日照照不不足足にによよるる被被害害事事故故ままたたはは人人格格権権侵侵害害にに
関関すするるトトララブブルル

●●借借金金のの利利息息のの過過払払金金請請求求にに関関すするるトトララブブルル
●●顧顧客客やや取取引引先先等等かからら被被っったた職職務務遂遂行行上上のの精精神神的的苦苦痛痛にに関関すするるトトララブブルル

ななどど

×× 被害事故
●路上歩行中に他人が運転する自転
車に追突され、ケガをした。

●インターネット通販の会社から、本
物といつわられて、偽物のブランド
品を売りつけられた。

人格権侵害（※）
●こどもがいじめにあい、登校拒否の
状態になった。

●ソーシャルネットワーキングサービ
ス（ ）上でいわれもない誹謗中
傷にあい、精神的苦痛を受けた。

●電車で痴漢被害を受けた。

５

法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。

Ｐプラン

例えば…

被被保保険険者者ごご本本人人がが遭遭遇遇さされれたたトトララブブルルがが対対象象ととななりりまますす。。
トトララブブルルのの当当事事者者

お子さまが成人後も補償の対象となります。

【対象となるトラブルの当事者】

被保険者
ご本人

（※）日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。

お支払い事例（被害事故に関するトラブル）
歩歩道道でで自自転転車車にに衝衝突突さされれ、、左左脚脚をを負負傷傷しし、、障障害害をを負負っったた。。加加害害者者にに賠賠償償請請求求ししてていいるるがが応応じじててくくれれなないいたためめ弁弁護護士士にに相相談談ししたた。。
そそのの後後、、弁弁護護士士にに委委任任ののううええ訴訴訟訟をを提提起起しし、、最最終終的的にに満満足足ののいいくく賠賠償償金金をを受受けけ取取るるここととががででききたた。。

法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額
１１万万円円－－ 円円（（自自己己負負担担額額）） ＝＝ 円円

弁護士費用保険金のお支払い額
万円×（ ％－ ％（自己負担割合））＝ 万円

合合計計 45万万9,000円円ををおお支支払払いい

★★「「被被害害事事故故・・嫌嫌ががららせせ相相談談窓窓口口」」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。
警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡を
お願いします。

★★ 相相談談ででききるる弁弁護護士士がが身身近近ににいいななくくててもも安安心心！！「「弁弁護護士士紹紹介介ササーービビスス」」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士
をご紹介します。

法律相談・書類作成にかかった費用 １万円

弁護士等への委任にかかった費用 万円
着手金 万円、報酬金 万円

いいずずれれのの保保険険金金もも、、弁弁護護士士等等へへのの委委任任ままたたはは法法律律相相談談・・書書類類作作成成依依頼頼のの前前にに、、損損保保ジジャャパパンンのの事事前前のの同同意意がが必必要要ととななりりまますす。。

弁弁護護士士費費用用保保険険金金
弁弁護護士士等等へへののトトララブブルル解解
決決のの委委任任をを行行ううととききにに負負
担担ししたた弁弁護護士士費費用用をを補補償償
ししまますす。。

■保保険険金金額額
（（保保険険期期間間 年年間間ににつつきき））

通通算算２２００００万万円円限限度度

■おお支支払払いいすするる保保険険金金のの額額

つつののトトララブブルルにに関関すするる
弁弁護護士士等等へへのの委委任任にに

かかかかっったた費費用用

法法律律相相談談・・書書類類作作成成費費用用保保険険金金

弁弁護護士士等等おおよよびび行行政政書書士士へへ
法法律律相相談談・・書書類類作作成成のの依依頼頼をを
行行ううととききにに負負担担ししたた法法律律相相談談・・
書書類類作作成成費費用用をを補補償償ししまますす。。

■保険金額
（保険期間 年間につき）

通算５万円限度

つつののトトララブブルルにに関関すするる
法法律律相相談談・・書書類類作作成成ににかか

かかっったた費費用用

自自己己負負担担額額
（（免免責責金金額額））

－－ 円××（（ ％％－－ ））自自己己負負担担割割合合

、事故サポートセンターへのご連絡を、事故サポートセンターへのご連絡を

お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士

■おお支支払払いいすするる保保険険金金のの額額

（注１） 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。

（注２） ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。

（注３） ご利用は日本国内からにかぎります。

（注４） 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（注５） 「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。

事故サポートセンター： 【受付時間】 時間 日 ０１２０－７２７－１１０



ごご加加入入手手続続きき締締切切日日((一一次次募募集集）） 令令和和77年年44月月99日日（（水水））
（2次募集）令和７年４月１０日～令和７年10月31日６

https://sjnk-pmd.dga.jp/lp/oita-highschool-pta

大分県高等学校ＰＴＡ連合会 学生総合補償制度



加入者証の確認方法について
１
「お支払い手続き
完了のお知らせ」
メールへ記載され
ているURLを

クリックします。
※メールは加入者証
確認時に使用します
ので、削除せずに保
存をお願いします。

２

３

４

ご加入時に設定し
たメールアドレス
とパスワードを
入力し、

「ログイン」を
クリックします。

加入者証の
「詳細」を

クリックします。

加入者証が表示
されます。

７

S・A・SP・APプラン
にご加入の方は、疾
病保険特約保険料に
ついては介護医療保
険料控除の対象とな
ります。
控除証明書付きの加
入者証を郵送いたし
ます。
※上記プラン以外にご
加入の方は加入者証は
郵送されません。WEB
でご確認ください。

～

〇〇〇
年 〇月 〇日

年〇月〇日（新規： 時 継続： 時）から
年 月 日 時 まで



で保険金の請求・保険会社とのやりとりが可能です
での保険金請求なら…

仕事中や運転中など、忙しくて電話に出られない時でも大丈夫！

保険金請求なら…

24時間いつでも
連絡可能

保険金請求も
チャットで完結

トーク画面から
事故の連絡

専用アプリなどの
インストール不要

チャットや画像で
履歴が残るので（※※1）

分かりやすい

書類の記入・郵送
が不要（※※2）

最短30分で
お手続き完了

傷害保険のみ対応

ココから連絡！
ご連絡の際は「加入者番号」

を必ずご入力ください

※1 チャットの内容はセキュリティの高い損保ジャパンのサーバーに保存されます。
※2 ご請求いただく保険金の内容によって、別途書類のご提出が必要となる場合がございます。

の
保険金請求は
こちらから

チャット ：全保険商品対応
保険金請求：傷害保険

損保ジャパンの 公式アカウントのメニューからいつでも簡単に！
事故のご連絡から保険金請求のお手続きまで完結できます！

SJ24-11293 (2024/12/4)

●取扱代理店 損保ジャパンパートナーズ株式会社 大分支店
〒８７０－００２７ 大分市末広町２－１０－２２ 損保ジャパン大分ビル５Ｆ

：０９７－５１３－５７００ ：０９７－５１３－５７０１ （受付時間：平日の午前９時から午後５時まで）
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 大分支店 法人支社

〒８７０－００２７ 大分市末広町２－１０－２２ 損保ジャパン大分ビル６Ｆ
：０９７－５３８－１５１０ ：０９７－５３２－７９４０ （受付時間：平日の午前９時から午後５時まで）

●事故の連絡先 でのご連絡 または 【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０ （受付時間：２４時間３６５日）

問い合わせ先 （保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）

８
このチラシは学生総合補償制度の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をご確認ください。

ご加入者限定電話相談サービス 健康・生活サポートサービス

電電話話相相談談ササーービビススをを無無料料ででごご利利用用いいたただだけけまますす。。
健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの傷害総合保険・弁護のちからにご加入いただいている皆さまがご利

用いただける各種無料電話相談サービスです。
サービスメニュー

●●健健康康・・医医療療相相談談ササーービビスス
●●介介護護関関連連相相談談ササーービビスス
●●人人間間ドドッックク等等検検診診・・検検査査紹紹介介・・予予約約ササーービビスス
●●医医療療機機関関情情報報提提供供ササーービビスス
●●専専門門医医相相談談ササーービビスス（（予予約約制制））

●法律・税務・年金相談サービス（予約制・ 分間）
一般的な法律・税金に関する相談に、弁護士、司法書士または
税理士がお答えするものです。

●●メメンンタタルルヘヘルルスス相相談談ササーービビスス
●メンタル サポート（（ スストトレレススチチェェッックク））サービス

（注 ）本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
（注 ）ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
（注 ）ご利用は日本国内からにかぎります。
（注 ）ご相談内容やお取次事項によっては有料となるものがあります。
（注 ）本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（注 ）ご利用いただく際は、加入者証等に記載のSOMPO 健康・生活サポートサービス専用電話番号までご連絡ください。


